
 

 

         

  

住居表示実施に伴う 新たな町区域の範囲及び丁目の配列 

西武新宿線以南の

「大沼町一丁目」

は、「天神町二丁目」

と同じ町区域とす

る。 

天神通り以東の「天神町一

丁目」は、「花小金井七丁

目」と同じ町区域とする。 

西
武
新
宿
線
以
北
の
「
天
神
町
二
丁
目
」
は
、「
花
小
金
井
八
丁

目
」
と
同
じ
町
区
域
と
す
る
。 

東
京
街
道
以
北
の
「
花
小
金
井
五
丁
目
」
は
、
「
大
沼
町

五
丁
目
」
と
同
じ
町
区
域
と
す
る
。 

六中通り以東の「大沼町

一丁目」は、「花小金井

八丁目」と同じ町区域と

する。 

凡   例 

新 町 界 

市  界 

旧 町 界 
天神町二丁目の区域
のうち、住居表示を実
施しない地域 

住居表示の実施期日及び範囲 

・平成２４年１０月１日実施区域 大沼町一丁目～七丁目、花小金井七・八丁目 

・平成２５年１０月１日実施区域 天神町一丁目～四丁目 

 


